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令和７年度 第１回銚子市上下水道運営審議会 会議録 

 

１ 開催日時 令和７年１１月１９日（水）10:05～11:00 

２ 開催場所 水道局庁舎２階 第一会議室 

３ 出席者 

⑴ 委 員（１０名） 

     石毛 健一委員、伊東  茂委員、稲葉 康晃委員、鵜月 健志委員、木下 伸幸委員、 

木村 秀子委員、小濱  剛委員、鈴木 雅也委員、宮内 貴郎委員、森 はるみ委員 

 ⑵ 事務局（１３名） 

   鈴木水道局長、八角管理室長、小菅工務室長、森口本城浄水場長、 

佐藤下水道室長、江波戸主査、金島副主査、前野主査、越川主査、石毛主査 

須之内主査、房山主査、納家主査 

４ 傍聴者 ０名 

５ 会議次第 

 ⑴ 開会 

 ⑵ 委員紹介 

 ⑶ 職員自己紹介 

 ⑷ 議題 

  ア 会長及び副会長の選出 

  イ 会議公開の可否 

  ウ 報告事項 

   (ア) 令和７年度 水道局の組織及び職員について 

   (イ) 令和６年度 銚子市水道事業会計決算について 

   (ウ) 令和７年度 銚子市水道事業会計予算について 

   (エ) 令和６年度 銚子市下水道事業会計決算について 

   (オ) 令和７年度 銚子市下水道事業会計予算について 

 ⑸ 閉会 

 

６ 会議概要   

事務局 本日はお忙しいところ、ご出席いただきましてありがとうございます。

また、日頃より銚子市水道事業及び下水道事業の運営にご協力いただき、

ありがとうございます。 

 会議に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。 

本日配付させていただきました資料は、６点ございます。 

①銚子市上下水道運営審議会次第と②表面に銚子市上下水道運営審議会

委員名簿、裏面に水道局職員名簿が記載されたもの③令和６年度銚子市水

道事業年報④令和６年度銚子市下水道事業年報⑤主要な建設改良事業（水

道事業分）⑥主要な建設改良事業（下水道事業分）です。 
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事前に配付させていただきました資料は、資料１ 令和７年度 銚子市

水道局の組織、資料２ 令和６年度 銚子市水道事業決算書、資料３ 令

和７年度 銚子市水道事業会計予算書、資料４ 令和６年度 銚子市下水

道事業決算書、資料５ 令和７年度 銚子市下水道事業会計予算書、以上、

１１点となりますが、不足等ございませんでしょうか。 

それでは、令和７年度第１回銚子市上下水道運営審議会を開会いたしま

す。さて、銚子市上下水道運営審議会は新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため、令和２年度から書面での開催とさせていただいており、対

面開催は６年ぶりとなります。 

本日ご出席されている委員の皆様にお会いするのが初めての方もいら

っしゃるかもしれませんので、改めまして、本日ご出席の委員の皆様を、

お名前の五十音順に時計回りに座っていただいておりますので、その順番

でご紹介させていただきます。 

 【事務局より委員紹介】 

事務局 次に、審議会の事務局である水道局の局長からごあいさつさせていただ

き、本日出席している職員から自己紹介させていただきます。 

 【水道局長からあいさつ後、順次職員自己紹介】 

事務局  本来であれば、銚子市附属機関の設置等に関する条例第６条第１項の規

定により、審議会の議長は会長が行いますが、委員改選後の初開催であり、

会長が選出されるまでの間、事務局で進行させていただきます。 

本日の出席委員数は１０人です。委員の過半数が出席されておりますの

で、銚子市附属機関の設置等に関する条例第６条第２項の規定により、会

議が成立していることをご報告いたします。 

では、議題に入ります。 

会長及び副会長の選出については、銚子市附属機関の設置等に関する条

例第５条第２項の規定により、委員の互選により選出することとされてい

ます。本日ご出席の委員の皆様の中でどなたかご推薦いただけますでしょ

うか。 

委員  前回の会長はどなたが就任されていたのでしょうか。 

事務局  以前は、水道事業と下水道事業それぞれの運営審議会がございまして、

銚子市水道事業運営審議会では「銚子市町内会連合協議会」からご推薦い

ただいた委員、銚子市下水道事業運営協議会でも同じく「銚子市町内会連

合協議会」からご推薦いただいた委員さんが会長に就任されていました。 

委員  副会長はいかがでしたか。 

事務局  銚子市水道事業運営審議会では「公益社団法人 日本水道協会」からご

推薦いただいた委員、銚子市下水道事業運営協議会では「千葉科学大学」

からご推薦いただいた委員さんが副会長に就任されていました。 

委員 それでは、会長は、水道及び下水道使用者の代表として「銚子市町内会

連合協議会」から、副会長は、知識経験を有する者として「千葉科学大学」

からご推薦された委員さんとしてはどうでしょうか。 

事務局 ただいま、委員から、会長は「銚子市町内会連合協議会」の伊東委員、

副会長は「千葉科学大学」の小濱委員にとのご提案がありました。いかが
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でしょうか。 

委員 【異議なし】 

事務局 ご異議ないようですので、それでは会長ですが、伊東委員、お引き受け

いただけますでしょうか。 

伊東委員  はい、お引き受けいたします。 

事務局  ありがとうございます。 

 副会長ですが、小濱委員、お引き受けいただけますでしょうか。 

小濱委員  はい、お引き受けいたします。 

事務局 それでは、改めまして委員の皆様にお諮りいたします。伊東委員に会長

を、小濱委員に副会長をお願いしたいと思いますが、ご異議はございませ

んか。 

委員 【異議なし】 

事務局 ご異議ないようですので、銚子市上下水道運営審議会会長には、伊東委

員、副会長には小濱委員を選出することに決定いたします。 

 それでは、銚子市附属機関の設置等に関する条例第６条第１項規定によ

り、会長に会議の議長をお願いし、会議の運営をお願いいたします。 

 【会長席に移動し、会長あいさつ】 

議長  それでは、次第に従い進めてまいります。 

 「（２）会議公開の可否」について、事務局から説明をお願いします。 

事務局  議題（２）「会議公開の可否」について説明します。 

審議会等の会議公開については、銚子市附属機関の会議の公開等に関す

る規則第３条の規定により、原則公開するものとすると規定されていま

す。 

ただし、同条第 1項第１号 法令又は条例若しくは他の規則の規定によ

り会議が非公開とされている場合、第２号 銚子市情報公開条例に規定す

る不開示情報を含む内容について審査等を行う場合、第３号 当該会議を

公開することにより公正かつ円滑な審査等が著しく阻害され、会議の目的

が達成されないと認められる場合は当該会議を公開しないことができる

と規定されています。 

会議の公開又は非公開は、同規則第４条第１項において、当該附属機関

に諮って決定するものとするとありますので、本審議会でご審議いただき

たいものでございます。 

なお、会議公開が決定しましたら、傍聴希望の方がいらっしゃった場合、

入室していただき、議事録における発言委員等の氏名は原則無記名とし、

議事の要旨の記録を銚子市水道局ホームページの掲載により公開させて

いただきます。 

以上で説明は終わります。よろしくご審議くださるようお願いたしま

す。 

議長 ありがとうございました。 

今の事務局の説明で、不明な点やご意見等ございますか。 

委員 【意見等なし】 

議長  ご質問等ないようです。 
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 今回の議題について、特に非公開とする理由は見あたらないため、原則

公開とすることでよろしいでしょうか。 

委員 【異議なし】 

 では、本日の会議は原則公開とします。傍聴を希望されている方がいら

っしゃいましたら、入室を許可します。 

事務局  本日の傍聴希望者はございません。 

議長  続きまして、報告事項について、事務局から「（ア）令和７年度銚子市

水道局の組織及び職員について」の説明をお願いいたします。 

事務局 議題（３）報告事項 ア「令和７年度 銚子市水道局の組織及び職員に

ついて」ご説明します。 

資料１をご覧ください。銚子市水道局は現在５２名在籍しており、水道

局長は水道事業と下水道事業の両事業の指揮監督をしており、以下、水道

事業職員４１名、下水道事業職員１０名となっております。 

水道事業は管理室、工務室、本城浄水場で組織されています。 

事務の主な担当としましては、管理室は水道局の庶務、水道料金に関す

ること、水道事業会計に関する事務を担当しています。 

工務室は配水管等に関すること、給水装置に関すること、水道に関する

計画や工事設計を担当しています。 

本城浄水場は水道事業の施設に関する業務、水質管理を担当していま

す。 

下水道事業は下水道室と芦崎終末処理場で組織され、下水道室は下水道

使用料に関すること、下水道事業会計に関する事務、下水道管の維持管理

を担当し、芦崎終末処理場は同処理場等の維持管理を行っています。 

人数の内訳は記載のとおりとなっております。 

職員については、先ほど管理職と班長から自己紹介をさせていただきま

したので、そちらをもって、説明に代えさせていただきます。 

 水道局の職員のほか、水道事業では、本城浄水場の運転管理について、 

夜間と土日・祝日、年末年始と平日日中の監視室業務を株式会社 水機テ

クノスに委託しており、１２人が従事しています。 

水道料金・下水道使用料の検針収納業務については、株式会社ヴェオリ

ア・ジェネッツ関東支店に委託しており、１８人が従事しています。 

また、下水道事業では、芦崎終末処理場等の維持管理について、２４時

間３６５日三菱化工機アドバンス 株式会社に業務委託しており、９人が

従事しています。 

議長 報告事項（ア）について、説明が終わりました。何か質問、ご意見等ご

ざいますか。 

委員 【質問等なし】 

議長  質問等ないようです。 

 では、次の「（イ）令和６年度銚子市水道事業会計決算について」と「（ウ）

令和７年度銚子市水道事業会計予算について」は関連がございますので、

一括とします。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議題（３）報告事項 「（イ）令和６年度銚子市水道事業会計決算につ
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いて」と「（ウ）令和７年度銚子市水道事業会計予算について」について

ご説明します。 

次第では、６年度決算、７年度予算の順となっていますが、説明の都合

上、７年度予算から先に説明をさせていただきます。 

 資料３ 水道事業会計予算 ２０９ページをご覧ください。 

 令和７年度の業務の予定量について、給水戸数を２６,１００戸、年間

総給水量を８７０万立方メートル、１日平均給水量を２３,８３６立方メ

ートルと見込みました。 

主要な建設改良事業については、浄水施設整備、配水施設整備について

記載のとおり事業費を見込みました。 

事業内容については、後ほど浄水場長、工務室長よりそれぞれ説明させ

ていただきます。 

 予算の主な内容について説明しますので、２１２ページをご覧くださ

い。収益的収入及び支出は、営業活動にかかるもので、水道事業収益は２

３億２,８００万円を見込み計上しました。営業収益の主なものは、給水

収益です。営業外収益の主なものは、一般会計からの高料金対策補助金、

県からの市町村水道総合対策事業補助金です。長期前受金戻入は、現金収

入の伴わない収益で、施設の整備に対する補助金など、取得した資産の減

価償却による費用化にあわせて毎年収益化するものです。 

 次に、水道事業費用は、２２億３,２００万円を見込み計上しました。 

 営業費用の主なものは、動力費、薬品費、委託料、受水費、人件費、減

価償却費などです。営業外費用の主なものは、企業債の支払利息です。 

 収益的収支差引額は９，６００万円となりますが、この予算額は税込の

額です。公営企業会計においては純利益を税抜により算定することとなり

ますので、税抜での純利益は、予算上では、７３万８千円を見込んでいま

す。 

 続いて、２１３ページをご覧ください。 

 資本的収入及び支出について説明します。 

 資本的収入及び支出は、営業活動以外における施設の更新・整備などの

ための建設改良費と建設改良にかかる企業債の償還金を支出に、その財源

となる企業債、出資金などを収入に計上しています。 

資本的収入は７億９,２４１万５千円を見込み計上しました。 

 企業債は、建設改良費の財源としての計上です。 

 出資金の主なものは水道管路耐震化事業に対する一般会計からの出資

です。これは繰出基準により、国が定める基準に上積みして行う管路耐震

化工事にかかる経費の４分の１を一般会計からの出資として受けるもの

です。なお、当該出資に係る一般会計出資債については１００％対象のう

え、その元利償還金についても普通交付税による２分の１の措置がありま

す。 

 負担金は、消火栓設置工事の負担金です。消防経費として一般会計が負

担することとされているものになります。 

 長期貸付償還金は、令和２年度及び令和３年度に貸付を行った下水道事
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業への貸付金の償還です。 

 次に、資本的支出は、１７億２，４００万円を見込み計上しました。 

 主なものは、建設改良費で、浄水施設の整備や基幹管路更新及び老朽配

水管の耐震管への更新です。 

資本的収入と支出に差がありますが、これは、資本的収入には建設改良

費に充てるための企業債などの財源しかありませんので、収入が支出を下

回り、財源不足が生じることになります。 

 そのため、減価償却費などの現金支出を必要としない費用の計上により

留保される資金などを補てん財源として、資本的収支の不足額に補てんす

ることとなっています。 

 続いて、建設改良事業の概要について説明します。本日配布資料の「主

要な建設改良事業」をご覧ください。 

粉末活性炭注入ポンプ等更新工事は、粉末活性炭を注入するポンプ２台

の更新と、それらを制御するための制御盤の改造工事です。 

新宿２号取水ポンプ改良工事は、黒部川の水を本城浄水場に送るための

ポンプ４台のうち、２号ポンプを工場に持ち込んでオーバーホールするも

のです。 

次亜塩素酸ナトリウム注入機改良工事は、本城浄水場の浄水処理で消毒

するために使用している次亜塩素酸ナトリウムを注入するための注入機

４台の老朽化した部品の交換工事を行うものです。 

通信制御設備改良工事は、本城浄水場と新宿取水場間の通信方式が令和

９年度にサービス終了となるため、新たな通信方式にするための工事で

す。 

 主要な建設改良事業のうち、工務室が実施する配水施設整備１２億５，

９２２万３千円について説明します。 

主に、配水管布設替工事になります。単年度事業の配水枝管の布設替え工

事は、宮原町、豊里台等合計 10本の工事の発注を予定しています。 

継続事業の基幹管路更新工事ですが、本城町４丁目外２町地内について

は、今年度５月末に完成を迎えました。続いて、唐子町外４町地内ですが、

本工事はすでに発注し現在施工中です。更に、西芝町外４町地内の発注を

今後予定しています。 

また、基幹管路更新工事実施設計業務（その２）は、すでに発注し現在

履行中です。 

以上で予算に関する説明を終わります。 

次に、議題（３）報告事項 イ「令和６年度 銚子市水道事業会計決算」

について」ご説明します。 

資料２をご覧ください。 

令和６年度 銚子市水道事業決算につきましては、９月市議会に決算認

定と利益処分の議案を上程し、９月２６日に開催されました決算委員会に

おいて審査いただき、１０月７日市議会において認定・可決いただいてお

ります。 

決算の状況について、事業の概況から説明しますので、決算書８ページ
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の事業報告書をご覧ください。 

水道事業では、これまで施設整備や維持管理を行うとともに健全な事業

運営に努めてきましたが、人口減少などに伴う水需要及び給水収益の減少

に加え、動力費や薬品費などの高騰が重なり、近年は厳しい経営状況が続

いています。 

令和６年度は、前年度に引き続き、一般会計からの繰入金のほか、千葉

県からも補助金を受けたことで黒字を確保できました。 

主な建設改良事業として、浄水施設に関しては、水質監視計器更新工事

や令和４年度から令和６年度にかけて継続事業として遠方監視設備更新

工事などを実施し、配水施設に関しては、地震などの災害に強い水道の実

現のため、老朽管の更新工事を進めているほか、配水管の中でも重要度の

高い管の更新を行うため、令和４年度から継続事業として基幹管路更新事

業に着手しています。 

次に、給水及び業務状況については、業務量を表で記載したものがあり

ますので、１４ページをご覧ください。給水戸数、給水人口、有収水量、

有収率などにおいて、前年度と比較して減少しています。 

戻りまして、１０ページをご覧ください。主な経営指標ですが、 経常

収支比率は、１００パーセントを上回っているものの、前年度比で３．７

８パーセント減少の１００．８２パーセントとなり、給水収益の減少及び

物価高騰などによる営業費用の増加により営業損失が拡大し、経常収益は

一般会計からの補助金など営業外収益の増加により確保されている状況

です。 

料金回収率は、給水にかかる費用がどの程度給水収益で賄えているかを

表した指標で、前年度比５．０６パーセント減少の９０．２２パーセント

となり、給水に係る費用を料金収入で賄えていないという状況です。 

管路更新率は、前年度比で０．２６パーセント減少の０．５０パーセン

トとなっていますが、これは、令和７年度に繰り越した配水管布設替工事

が多かったためで、繰り越した事業が令和６年度中に完了していたと仮定

した場合の管路更新率は、１．３５パーセントになります。 

事業の概況については、以上のとおりです。 

前に戻りまして、１ページをご覧ください。 

決算報告書について説明します。決算報告書は、税込金額となっており、

予算額に対する決算額の報告となります。 

初めに、収益的収入及び支出ですが、水道事業収益の決算額は、２２億

９，６８６万４，９０１円、主なものは、水道料金、加入金、手数料、一

般会計からの補助金などです。 

水道事業費用の決算額は、２２億１，２２６万６６円です。主なものは、

動力費、薬品費、修繕費、本城浄水場運転管理や検針・収納業務などの委

託料、東総広域水道企業団への受水費、人件費、固定資産の減価償却費な

どです。 

続いて、２ページをご覧ください。資本的収入及び支出ですが、資本的

収入の決算額は、３億２，２７３万５，９２８円、資本的支出の決算額は、
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１０億５，０４４万３，３７０円です。資本的収入額が資本的支出額に不

足する額は、下段枠外に記載のとおり補てんしました。 

続いて３ページをご覧ください。損益計算書について説明します。なお、

損益計算書は、税抜金額となっています。 

令和６年度は、前年度と比較して、水道料金などの営業収益が約６千万

円減少したことに加え、人件費や動力費、薬品費などの営業費用が約４千

万円増加したことで、約２億円の営業損失となりましたが、一般会計から

の物価高騰対策に係る補助金が約２千５百万円増加したことなどにより、

１，８２３万７，２２５円の当年度純利益を計上することができました。 

今後も厳しい経営状況が続いていく中で、管路や施設の老朽化に伴う更

新工事による費用の増加が見込まれ、安定した事業運営を継続していくた

めの対策を進めていく必要があります。 

主な取り組みとしては、経費の見直しや国・県補助、企業債の活用など

の財源確保に努めながら、国の情報などを注視し、デジタル技術を活用し

た業務の効率化を図ってまいります。 

また、水道事業では、令和元年度からの１０年間を計画期間とする経営

戦略において財政計画を定めていますが、計画期間の７年目を迎え、実績

との乖離や水道事業をとりまく経営環境も変化しているため、水道施設の

整備方針や人件費や物価の高騰、資産維持費などを反映させて財政計画を

見直し、今年度中に経営戦略を改定するための作業を現在、進めていると

ころであり、近い将来に必要となる料金改定に向けて、適正な料金水準・

料金体系への移行についても、検討を進めていきたいと考えています。 

本日配付させていただいた水道事業年報には、決算の状況のほか、事業

に関する概要、業務状況、各種資料について、まとめさせていただいてい

ます。時間の都合上、こちらの説明にはかなりの時間がかかってしまいま

すので、後ほどご確認いただければと思います。 

以上で説明を終わります。 

議長 報告事項（イ）と（ウ）について、説明が終わりました。何か質問、ご

意見等ございますか。 

委員  今回の資料には無いが、令和６年度の予算書では令和２年度から令和６

年度までの本城浄水場運転管理等業務も併せて記載されており、前回と現

在の運転管理業務の限度額を比較するとだいぶ増額となっているがその

理由は何ですか。 

事務局  運転管理業務は本城浄水場の土日祝日夜間と一部の水質検査を委託し

ているもので、令和２年度から６年度の５年間が前回の契約で、上限額は

３億６千万円でした。令和７年度から５年間の上限額は５億１千５百万円

と大幅に増額となっています。主な要因は労務費の上昇と、前回の委託に

は無かった平日日中の監視室の業務を追加したことです。 

委員  令和７年度から全面委託に移行したとのことだが、7か月ほど経過して

浄水場の運転管理に関して、職員配置・緊急時の対応など大きな変化はあ

りましたか。 

事務局  監視室業務の全面委託により職員は１名減りましたが、施設管理職員４
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名と設計部門職員３名でこれまで通り緊急時の対応を行っており、問題は

ありません。また、対応できない場合は、他の室に応援を依頼して対応し

ます。 

議長  他に質問等ございますか。 

委員 【質問等なし】 

議長  他に質問等ないようです。 

 では、次の「（エ）令和６年度銚子市下水道事業会計決算について」と

「（オ）令和７年度銚子市下水道事業会計予算について」は関連がござい

ますので、一括とします。事務局から説明をお願いします。 

事務局  議題（３）報告事項 「エ 令和６年度 銚子市下水道事業会計決算に

ついて」と「オ令和７年度 銚子市下水道事業会計予算」についてご説明

します。 

水道事業同様、令和７年度予算から先に説明させていただきます。 

資料５ 下水道事業会計予算 ２５０ページをご覧ください。 

 令和７年度の業務の予定量は、処理区域内人口を２７,８００人、年間

総処理水量を３７１万立方メートル、１日平均処理水量を１０，１６４立

方メートルと予定しました。 

主要な建設改良事業については、本日配付資料の「主要な建設改良事業」

をご覧ください。下水道管路整備事業として、マンホール等点検・調査な

どを、ポンプ場整備事業として唐子ポンプ場の No.1主ポンプ更新工事を、

処理場整備事業として令和６年度から３か年の継続事業である芦崎終末

処理場改築更新工事を、また芦崎終末処理場の No.３主ポンプ新設工事を

実施予定です。 

 続いて、予算の主な内容について説明します。 

収益的収入及び支出は、営業活動にかかるもので、下水道事業収益は１

５億８,０００万円を見込み計上しました。営業収益の主なものは、下水

道使用料で、営業外収益の主なものは、一般会計からの補助金です。 

 次に、下水道事業費用は、１５億６,６００万円を見込み計上しました。 

営業費用の主なものは、委託料、動力費、人件費、減価償却費などで、営

業外費用の主なものは、企業債の支払利息です。 

 続いて、２５１ページをご覧ください。 

 資本的収入及び支出について説明します。 

 資本的収入及び支出は、営業活動以外における施設の更新・整備などの

ための建設改良費と建設改良にかかる企業債償還金、その財源となる企業

債、国庫補助金などの収入になります。 

資本的収入は８億５，０３３万２，０００円を見込み計上しました。 

企業債は、建設改良費の財源としての計上で、他会計出資金の主なものは

一般会計からの出資です。 

国庫補助金は、社会資本整備総合交付金を、負担金等は、受益者負担金

をそれぞれ計上したものです。 

 次に、資本的支出は、１４億５，４００万円を見込み計上しました。 

主なものは、建設改良費、企業債償還金です。 
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 資本的収入と支出の差につきましては、水道事業会計の説明のとおりで

す。 

 以上で予算に関する説明を終わります。 

続いて、議題（３）報告事項 エ「令和６年度 銚子市下水道事業会計

決算」についてご説明します。 

資料４をご覧ください。 

令和６年度 銚子市下水道事業決算につきましては、水道事業と同様に

９月市議会に決算認定と利益処分の議案を上程し、１０月７日市議会にお

いて認定・可決いただいています。 

それでは決算の状況について事業の概況から説明しますので、決算書８

ページの事業報告書をご覧ください。 

下水道事業は、過去に整備した施設の更新費用の増大や人口減少等によ

る使用料収入の減少など厳しい状況が見込まれるなか、限られた財源で下

水道施設全体の機能を最大限に発揮させるための効果的な改築更新計画

を定めた第２期ストックマネジメント計画に基づき、施設の更新整備を進

めていきます。 

初めに、主な建設改良事業として、下水道管路整備事業は、マンホール

等点検・調査業務委託を実施し、ポンプ場整備事業は、マンホールポンプ

改築更新及び機能増設工事を実施し、処理場整備事業は、令和６年度から

３か年の継続事業である芦崎終末処理場改築更新工事に着手しました。 

次に、処理水量及び業務状況について、１３ページをご覧ください。 

水洗化戸数、水洗化人口、有収水量、有収率など前年度と比較して減少し

ています。 

戻りまして、９ページをご覧ください。主な経営指標ですが、経常収支

比率は、１００パーセントを上回っているものの、前年度比で０．４４パ

ーセント減少の１０２．３１パーセントとなり、下水道使用料の減少及び

営業費用の増加により営業損失が拡大し、経常収益は一般会計からの繰入

金など営業外収益の増加により確保されている状況です。 

 経費回収率は、前年度比８．３３パーセント減少の９９．２２パーセン

トとなります。 

 事業の概況については、以上のとおりです。 

前に戻りまして、１ページをご覧ください。 

決算報告書について説明します。なお、決算報告書は、税込金額となっ

ています。 

初めに、収益的収入及び支出ですが、下水道事業収益の決算額は、１６

億１，１３８万７，２１６円です。主なものは、下水道使用料、一般会計

からの補助金などです。 

下水道事業費用の決算額は、１５億６，８１４万２，１９５円です。主

なものは、芦崎終末処理場等包括的維持管理業務などの委託料、修繕費、

動力費などです。 

続いて、２ページをご覧ください。 

資本的収入及び支出ですが、資本的収入の決算額は、４億４，０９３万



11 

 

４，０３０円、資本的支出の決算額は、１０億３，９７５万８，５５４円

です。 

資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、下段枠外に記載のとおり

補てんしました。 

続いて３ページをご覧ください。 

損益計算書について説明します。なお、損益計算書は、税抜金額となっ

ています。 

令和６年度は、前年度と比較して、下水道使用料などの営業収益が減少

したことに加え、修繕費や動力費などの営業費用が増加したことで、約８

億６，０００万円の営業損失となりましたが、一般会計からの補助金が約

１億円増加したことなどにより、４，１２９万２１円の当年度純利益を計

上することができました。 

 最後に、下水道の経営環境は、人口減少などによる使用料収入の減少に

加え、物価高騰などによる経費の増加により、厳しさを増していきます。 

今後は、水洗化率の向上に努めるとともに、省エネ性能設備の導入などに

よる経費の削減を行い、国庫補助金や企業債、一般会計からの繰入を含め

た計画的な財源の確保を図りながら、市と連携して下水道事業の持続可能

な運営を目指していきます。 

本日配付させていただいた下水道事業年報には、決算の状況のほか、下

水道事業に関する概要、業務状況、各種資料についてまとめさせていただ

いています。時間の都合上、後ほどご確認いただければと思います。 

以上で説明を終わります。 

議長 報告事項（エ）と（オ）について、説明が終わりました。何か質問、ご

意見等ございますか。 

委員 【質問等なし】 

議長  質問、ご意見等ないようです。 

 以上で本日予定していた議題は終わりましたが、その他に委員の皆様か

ら水道事業・下水道事業において、ご質問やご意見がございましたらお願

いいたします。 

委員 【質問等なし】 

議長  質問等ないようです。 

 以上をもちまして、会議に付された議題は全て終了しました。令和７年

度第１回銚子市上下水道運営審議会を閉会いたします。皆様、ご協力あり

がとうございました。 

事務局  伊東会長、議事進行ありがとうございました。 

委員の皆様にはお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございま

した。今後とも本市の水道事業及び下水道事業の運営に関しまして、ご指

導のほどよろしくお願いいたします。 

以上を持ちまして、令和７年度第１回銚子市上下水道運営審議会を終了

いたします。ありがとうございました。 

 


